
平成２７年度 青少年のネット非行・被害対策情報＜第 41 号＞ 

差出人：福井県安全環境部県民安全課    

送信日：2015/12/2 

 

 

  

    

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

本メールに関して御質問、お問い合わせがある場合は下記まで御連絡ください。 

 【担当】福井県安全環境部県民安全課 小林 

    電話：0776-20-0296（直通）メール：s-kobayashi-7g@pref.fukui.lg.jp 

「家庭の日」推進テーマ 12 月「一年をかえりみ、しあわせな家庭を喜ぼう」 

「青少年育成の日」推進テーマ 12 月「一年をふり返り、感謝の気持ちを持とう」 

 福井南警察署では、強要未遂と児童買春・ポルノ禁止法違反（児童ポルノ製造）の疑いで、

静岡県の男子高校生（１８歳）を静岡県の男子高校生（１８歳）を静岡県の男子高校生（１８歳）を静岡県の男子高校生（１８歳）を福井地方検察庁に書類送検福井地方検察庁に書類送検福井地方検察庁に書類送検福井地方検察庁に書類送検しました。 

 送検容疑は、ＳＮＳで知り合った福井県内の１８歳未満の少女を「おまえが送ったプリ（プ

リクラ）とか、Twitter（ツイッター）とネットで拡散しまくっていい？」「許してほしければ

明日の朝までに写真送っときな」などとＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳを利用してを利用してを利用してを利用して脅迫脅迫脅迫脅迫し、顔写 

真の送信を強要したものです。 

少女は送信を拒否し、警察署に相談して容疑が判明しました。 

男子高校生は、容疑を認めており、他にもＳＮＳで知り合った三重 

県の少女（１２歳）と埼玉県の少女（１５歳）にもＳＮＳを利用して 

上半身裸の写真を送信させていました。 

【本情報は、１１月２１日付け日刊県民福井新聞記事等を引用しています。】 

ＳＮＳは、大変便利ですが、間違った使い方をして被害者や加害者になる可能性があります。ＳＮＳは、大変便利ですが、間違った使い方をして被害者や加害者になる可能性があります。ＳＮＳは、大変便利ですが、間違った使い方をして被害者や加害者になる可能性があります。ＳＮＳは、大変便利ですが、間違った使い方をして被害者や加害者になる可能性があります。

十分注意十分注意十分注意十分注意してください。してください。してください。してください。    

インターネットバンキングの不正送金に使用されるウイルスを自宅の

パソコンに保管していたとして、札幌市の中学２年の男子生徒（１４歳）

が逮捕された事件で、無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）で知り合った、

名古屋市の中学２年の女子生徒（１４歳）に別のウイルスを販売したな

どとして、警視庁は男子生徒を不正指令電磁的記録提供容疑などで再逮

捕しました。 

 逮捕容疑は、中学２年の中学２年の中学２年の中学２年の女子生徒（１４女子生徒（１４女子生徒（１４女子生徒（１４歳）に身代金要求型のウイルス「ランサムウエア」歳）に身代金要求型のウイルス「ランサムウエア」歳）に身代金要求型のウイルス「ランサムウエア」歳）に身代金要求型のウイルス「ランサムウエア」

を販売したほか、２種類の遠隔操作ウイルスをダウンロードさせを販売したほか、２種類の遠隔操作ウイルスをダウンロードさせを販売したほか、２種類の遠隔操作ウイルスをダウンロードさせを販売したほか、２種類の遠隔操作ウイルスをダウンロードさせ、、、、女子生徒のパソコンを感染女子生徒のパソコンを感染女子生徒のパソコンを感染女子生徒のパソコンを感染

させた疑いさせた疑いさせた疑いさせた疑いです。【本情報は、１１月２４日付け時事通信記事を引用しています。】 


